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事業者確認書類の提出
建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステムの「事業者情報登録申請」では、登録する情報を正確に証明するために登録時に事業者確認
を行います。事業者証明書類として、建設業許可がある場合は、「建設業許可事業者証明書類」の写しを提出してください。
建設業許可がない場合も、その他の事業者証明書類の写しを提出してください。
※ 証明書類で秘匿したい部分は黒のフェルトペンや修正液でマスキング可能ですが、「商号または名称（屋号）」「代表者名」「所在地」

「資本金」はマスキングをしないでください。
※事業者情報以外の情報（例：社員名などの情報）が記載されている場合は、必ずマスキングして（消して）ください。

建設業許可がない場合はその他の事業者証明書類（写し）

建設業許可がある場合は建設業許可事業者証明書類（写し）

●建設業許可がない個人事業主、一人親方の場合

●建設業許可がない法人の場合

納税証明書
（写し）1 点※3

建設業許可証明書 1 点（写し）

事業税の確定申告書（写し）1 点※2

建設業許可通知書 1 点（写し）※ 1

所得税の確定申告書
（写し）1 点※4 ※ 5

個人事業の開始届
（写し）1 点※4

※ 1　青森県知事許可の場合、「建設業許可指令書」を提出してください。
※ 2　事業税の確定申告書は受付印があり、1 年以内のものに限ります。
※ 3　法人税の納税証明書および履歴事項全部証明書は証明日が 1 年以内のものに限ります。 

 事業開始後まもない場合で、かつ法人税の納付時期を迎えていない場合は、履歴事項全部証明書のみをご提出ください。
※ 4　所得税の確定申告書や個人事業の開始届は受付印があり、1 年以内のものに限ります。
※ 5　 【一人親方の方へ】一人親方の方は、「所得税の確定申告書（写し）」を提出してください（「所得税の確定申告書」に記載の納税者氏名と、登録申請書の 1/6 枚目

1- ①商号または名称と 1- ⑤代表者名のどちらかが一致すること）。

履歴事項全部証明書（写し）1点※3納税証明書（写し）1 点

1 点のみ
提出で OK

＋
計 2 点提出

1 点のみ
提出で OK

または

または

またはまたは

1 点のみ
提出で OK

1 点のみ提出で OK1 点のみ提出で OK 1 点のみ提出で OK

の 場 合 の 計 算 期 間
この申告が中間申告

平成　　年　　月　　日まで
平成　　年　　月　　日から

法人税の期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額
法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額7
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算
1
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内

所得金額総額

①7②＋③7④

平成　　　年　　　月　　　日残余財産の最後の
分配又は引渡しの日

法第15条の４の徴収猶予
を受けよのとする税額

解 散 の 日 平成　　年　　月　　日

税額の控除額
施に係る事業
租税条約の実
税額の控除額
基 づ く 事 業
仮 装 経 理 に 既に納付の確

定した当期分
の 事 業 税 額
この申告により納
付すべき事業税額
4＋＋6＋＋－＋

仮装経理に基づ
く地方法人特別
税額の控除額

税額の控除額
係る地方法人特別
租税条約の実施に

方法人特別税額
した当期分の地
既に納付の確定

この申告により納付す
べき地方法人特別税額

見込納付額

見込納付額

００

００

差 引

００

００

００収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額 ００

００

差 引

収 入 割

付加価値割

００

利子割還付額の均等割への充当 希望しない希望する

還付を受け
よのとする
金融機関及
び支払方法

なかった金額㉘＋㉙　
控除することができ

資本金等の額総額

資本金等の額
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支 店 名
口 座 番 号預 金 種 目

金融機関名
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法 人 税 の 申 告 書 の 種 類

る法人税額又は個別帰属法人税額
を有する法人における課税標準とな
２以上の道府県に事務所又は事業所

所

得

割
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００

００

００

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によって

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る

計 算 し た 法 人 税 額

法 人 税 割 額

法人税額
又 は 個 別 帰 属 法 人 税 額
課 税 標 準 と な る 法 人 税 額

０

０
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０

０

００

００

００
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００

００

００

００

仮装経理に基づく法人税

既に納付の確定した当期

租税条約の実施に係る法

控除額
外国の法人税等の額の

割額の控除額
利 子 割 額 の 控 除 額
（控除した金額㉙）

分の法人税割額

人税割額の控除額
既還付請求利子割額が過大

この申告により納付すべき法人

差 引 法 人 税 割 額

税割額　　　⑫＋⑬＋⑭7⑮

12
⑰円×＋

等を有していた月数

既に納付の確定した
当期分の均等割額
この申告により納付すべき
均等割額　　　　⑱＋⑲

⑯7⑳

特別区分の課税標準額
同上に対する税額

００

００ 均

等

割

額

㉑ののう見込納付額

この申告により納付すべき
都民税額

差　　　引　　㉑＋㉒

算定期間中において事務所

０

０

００

００

００

００

００

（⑤又は⑥×＋）
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100
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＋㉖×

市町村分の課税標準額
同上に対する税額

利 子 割 額
（控除されるべき額）
控 除 し た 金 額

利子割額
既に還付を請求した

既還付請求利子割額が過大
で あ る 場 合 の 納 付 額

（⑦＋⑧＋⑨＋⑩と㉘ののう少ない額)

利
子
割
額
に
関
す
る
計
算

利 子 割 額

有・無

中 間 納 付 額還

付

請

求
要・否 国外関連者の有無

青　　　色　・　そ　の　他

東
京
都
に
申
告
す
る

場
合
1
⑦1

1
計
算

㉔×　

年４００万円以下の
金　額
年４００万円を超え年
８００万円以下の金額
年８００万円を超える
金　額

軽減税率不適用法人
の　金　額
付加価値額総額

付 加 価 値 額

収
　入
　割

資
　本
　割

合計事業税額

収入金額総額

収 入 金 額

所得割

資本割

付
加
価
値
割

減

算

有・無法人税事業税

平成　　年　　月　　日

有・無

0 6

決 算 確 定 の 日

申告期限の延長の処分
（ 承 認 ） の 有 無

777又は444

翌期の中間申告の要否

16120＋
201

千百万十億兆 円

資本金
法人名

資本準備金の額の合算額
期末現在の資本金の額及び

署名押印
関与税理士

千百万十億兆 円

資 本 金 等 の 額
期 末 現 在 の

印◯
（ふりがな）

法 人 番 号

繰
利 通 信 日 付 印

発 信 年 月 日
確認印※

処
理
事
項

管 理 番 号

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの 非中小法人等

分配

）（又は出資金の額）
（解散日現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額
期末現在の資本金の額

都
・
法

印◯

課　　税　　標　　準

課　　税　　標　　準 税　　　　　額摘　　　要 100（　）
税率（

地
方
法
人
特
別
税
）

税　　　　　額摘　　　要

印◯
都 民 税
事 業 税
地方法人特別税

円千百万兆 十億

円千百万兆 十億円千百万兆 十億

円千百万兆 十億

１．通常

事業年度分又は

（ ）

連結事業年度分
の日までの

加減算
入　力

細等確認
利子割明

月年

申告区分

申 告 年 月 日
日

区
分

修申日

事務所

月

整理番号

年法人税の

都延

日

事延

月

自主

こ の 申 告 の 基 礎年

分非

組織

平成受付印

封 一連番号

都税事務所長

（
都
　
民
　
税
）

千百万

除５０人以下

十億兆

計※　
処理
事項

申告書
５０人超

千百万十億兆

円

円

（
東
京
都
の
場
合
）

月
千百万十億兆

㉓

㉒

㉕

㉖

㉗

㉔

㉙

㉘

◯㉚

円

の
中間
確定

）

経理責任者
自署押印

事 業 種 目

円千

円千

月

（電話

年

百万兆 十億

百万兆 十億

円
100（　）

千

税率

円

円

千

千

百万

百万

兆

兆

十億

十億

千百万十億兆

（電話　　　　　　　　　　　　　1）

円

円千百万兆 十億

月年

百万十億兆

２．強制

平成

異 動

（
事
　
業
　
税
）

所 在 地

本都が支店等
の場合は本店
所在地と併記

（ふりがな）

法 人 名

（ふりがな）
代 表 者
自署押印

分
割
県
数

１

２

都
　
民
　
税

事
　
　
業
　
　
税

総 数

市町村

特別区

本
都

総
数

本
都

総
数

※　処　理　事　項
（記載しないでください）

日から平成

東京都 支 庁 長殿 ・ ・ ・
再
更
正　　平成 の　　　　　　　　による。正告

更
正

決
定

申告入力

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）（
平
成
二
十
八
年
度
改
正
）

（＋）又は別表５

計177

合計地方法人特別税額（7）

所得金額（法人税の明細書（別表４）の
（33））又は個別所得金額（法人税の明細
書（別表４の２付表）の（42））

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額及び復興特別所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額
益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に
対して課された外国法人税額

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は
債務免除等があった場合の欠損金額等の
当期控除額

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）
の（47））又は個別所得金額（法人税の明細
書（別表４の２付表）の（55））

である場合の納付額（）

㉛＋㉚（⑮）

平成27年改正法附則第
８条又は平成28年改正
法附則第５条の控除額

事業税の特定寄
附金税額控除額

⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪

試験研究費の額等に係る
法人税額の特別控除額

都民税の特定寄附金税額
控除額

※ 事業者確認書類（写し）は、適切な組み合わせで提出
してください。

※ 直近に建設業許可の変更届を提出している場合は、上記に併せて変更届（写し）を提出してください。



5

登録申請書に添付する書類
建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステムの「事業者情報登録申請」では、事業者確認書類以外に該当する下記の現に有効な証明書類（写
し）が必要になります。「→の数字」は「事業者情報登録申請書」に記入する項目番号です。

 ●資本金確認証明書類（写し）→ 1- ⑧
「資本金」によって建設キャリアアップシステム事業者登録料が変わりますので、「資本金確認
証明書類（写し）」は登録申請時の最新のものを提出します。「資本金確認証明書類（写し）」に
は、「履歴事項全部証明書（写し）」「現在事項全部証明書（写し）」「事業税の確定申告書（写し）」
があります。
・ 建設業許可がある法人事業者の場合※は、許可データから資本金を確認し、建設キャリアアッ

プシステム事業者登録料を算出します。（資本金確認証明書類（写し）提出不要）
※ 直近に「資本金」の減資、増資を行っていると許可データに新たな「資本金」が反映されない場合があります。正しい

事業者登録料のお支払いのため、直近に「資本金」の減資、増資を行っている場合は、建設業許可なしとして申請して
ください。また、新規登録完了後に、「事業者情報登録内容変更申請書」で建設業許可番号ありの変更申請をしてください。

・ 建設業許可がない法人事業者の場合は、事業者確認書類から資本金を確認し、建設キャリア
アップシステム事業者登録料を算出します。（資本金確認証明書類（写し）提出必要）

・ 個人事業主の場合は、建設業許可の有無に関わらず、資本金がありませんので建設キャリア
アップシステム事業者登録料は 3,000 円（税込）になります。（資本金確認証明書類（写し）提出不要） 

 ●加入社会保険等証明書類（写し）
・健康保険加入証明書類（写し）→ 4- ①
・年金保険加入証明書類（写し）→ 4- ②

☆領収済証等（出納印あり）（写し）
☆社会保険料納入証明書（証明者の印あり）（写し）
☆健康保険・厚生年金保険適用確認願（写し）
☆健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書（写し）
☆健康保険 / 厚生年金保険 被保険者賞与支払届（写し）
※ 提出は☆印の証明書類の内、いずれか一点でかまいません。

・雇用保険加入証明書類（写し）→ 4- ③
☆ 雇用保険適用事業所設置届事業主事業所各種変更届事業主

控（受領印あり）（写し）
☆ 納付書・領収証書（出納印あり）（写し）
☆ 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（受付印あり）

（写し）
☆ 労働保険料等納入通知書（写し）
※ 提出は☆印の証明書類の内、いずれか一点でかまいません。

・建設業退職金共済制度加入証明書類（写し）→ 4- ④
☆建設業退職金共済契約者証（写し）

○○○○○○○○○○○○○
独立行政法人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構
建 設 業 退 職 金 共 済 事 業 本 部

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

00000000
建設業退職金共済契約者証

契約成立 共済契約者
番 号

共済契約者の
住　所
名　称

殿

・中小企業退職金共済制度加入証明書類（写し）→ 4- ⑤
☆中小企業退職金共済手帳（写し）

・労災保険特別加入証明書類（写し）→ 4- ⑥
☆ 労働者災害補償保険 特別加入申請書（写し）
☆ 労災保険特別加入 加入証（写し）
※ 労災保険特別加入証明書類（写し）は、通常（民間など）の労災保険

の証明書類と異なります。必ず、「特別加入」と記載されている書類
を添付してください（通常の労災保険証明書類は提出不要）。

  

※ 事業者確認書類（写し）や証明書類（写し）は、鮮明にコピーしてください。

※ 別冊の「加入社会保険等証明書類見本一覧」をご覧ください。


